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チェックシート 先端設備等導入計画に係る認定申請書 

 

※≪税制支援≫の印がある項目は、税制措置の対象となる設備を含む場合に必要な項目 

前提☑ 

設備を取得する前であり、設備は中古品ではないものである □ 

設備の設置場所が武蔵野市内である □ 

設備を導入することで労働生産性が年平均で３％以上の向上が見込まれる □ 

【機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア】のうち、該当する設備である 

※建物附属設備：家屋と一体で課税されるものは対象外 
□ 

中小企業等経営強化法第２条第１項に定義される【中小企業者】である 

※税制措置の対象となる設備を含む場合は、対象となる規模要件が異なるため、要確認 
□ 

【認定経営革新等支援機関による事前確認書】がある □ 

≪税制支援≫ 雇用者給与等支給額を1.5％以上とする賃上げ方針を従業員に表明する □ 

≪税制支援≫ 【認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書】がある □ 

 

書類☑ 

認定申請書（様式22） ※市HPでダウンロード可能 □ 

認定経営革新等支援機関による事前確認書 □ 

納税証明書① 住民税納税証明書 

納税証明書② 個人：所得税納税証明書  法人：法人税納税証明書 

※創業１年目の場合：個人事業の開業日や法人設立日が分かる書類 

□ 

（無くても可）パンフレット、見積書、導入スケジュール表など □ 

≪税制支援≫ 従業員へ賃上げ方針を従業員に表明したことを証する書面 □ 

≪税制支援≫ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 □ 

≪税制支援≫ リース契約見積書（写し） 

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は必要 
□ 

≪税制支援≫ （公社）リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書（写し） 

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は必要 
□ 

（認定通知書の郵送を希望する場合）レターパック、または、必要分の切手を貼付した封筒 □ 
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記入内容☑ 

「主たる業種」は、日本標準産業分類の中分類で記入した □ 

「計画期間」は、【３年間、４年間、５年間】のいずれかを記入した 

※月単位は不可 
□ 

「②自社の経営状況」は、【売上増加率、営業利益率、労働生産性、自己資本比率、その他の財務情報等の数値】を

参考に分析して記入した 
□ 

 

その他☑ 

認定通知後に、アンケート調査等の実施状況調査にご協力いただくことに同意していただけますか？ □ 

人員削減を目的とした取り組みではない □ 

公序良俗に反する取り組みや反社会的勢力との関係はない □ 

 

 

 

担当者連絡先 ※認定通知書の受取、書類に不備があった場合等、連絡いたします 

（記入、または、名刺を添付） 

 

 

氏名：                          電話番号：                

 


